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             公     告 

 

 
 兵庫トヨタ自動車健康保険組合が、加入者の疾病予防や健康増進を目的とし 

 

て実施する各種保健事業についての取扱要領を別紙の通り制定し、平成２４年 

 

７月２３日付で届け出たので公告する。 

 

 

 
 

平成２４年７月２９日 

 

 

 

                     兵庫トヨタ自動車健康保険組合 

 

                       理事長  瀧 川 博 司 

 

 

 


